
四日市市中小企業振興資金融資制度要綱  

昭和５０年１月８日告示第１号  

（目的）  

第１条  この要綱は、市内の中小企業者に対し事業上の必要な資金を融通し、

金融の円滑化を図り、もって中小企業の振興に寄与することを目的とする。 

 

（信用保証）  

第２条  この要綱に基づく融資は、三重県信用保証協会（以下「協会」とい

う。）の保証を付するものとする。  

 

第３条  削除  

 

（融資資金の預託及び融資目標）  

第４条  市は第１条の目的を達成するため、本制度の運用資金として毎年予

算の範囲内で定める額を市の指定する金融機関（以下「指定金融機関」と

いう。）に年度当初決済用預金として預託する。  

２  指定金融機関は年度当初に預託を受けた資金の３倍以上を目標額として

協会の信用保証を付して融資するものとする。  

 

（融資の対象）  

第５条  四日市市中小企業振興資金（一般融資）の対象となるものは、本市

内に主たる営業所又は事務所を有し、同一事業を引き続き１年以上経営し、

かつ常時使用する従業員の数が５０人（商業又はサービス業を主たる事業

とする事業者については３０人）以下の中小企業者で次の条件を備えてい

るものとする。  

 (１ )経営が適切と認められるもの  

 (２ )協会の保証対象業種に該当するもので貸付金の返済が確実であるもの  

 (３ )市税を完納しているもの  

２  四日市市中小企業振興資金（新型コロナウイルス対応融資）の融資対象

となるものは、本市内に主たる営業所又は事務所を有し、常時使用する従

業員の数が 50 人（商業又はサービス業を主たる事業とする事業者について

は 30 人）以下の中小企業者で次の条件を備えているものとする。  

(１ )経営が適切と認められるもの  

 (２ )協会の保証対象業種に該当するもので貸付金の返済が確実であるもの  

(３ )市税を完納しているもの  

(４ )新型コロナウイルス感染症による影響で、申し込み時の最近１か月の



売上高等が平成３１年１月以降のいずれかの同時期と比べ、３％以上減少、

かつ、その後２か月間の売上見込を含めた３か月間も３％以上減少と見込ま

れるもの。ただし、業歴３か月以上１年１か月未満の中小企業者及び事業拡

大等の特段の事情があることにより前年同期との比較により難い中小企業者

については、最近３か月間の平均売上高等又は新型コロナウイルス感染症の

影響が発現する前の令和元年 12 月等の売上高等の比較により取り扱いがで

きるものとする。  

 

（資金の使途）  

第６条  四日市市中小企業振興資金（一般融資）の使途は、事業の運営に必

要な設備資金及び運転資金とする。  

２  四日市市中小企業振興資金（新型コロナウイルス対応融資）の使途は、

事業の経営の安定を図るために必要な設備資金及び運転資金とする。  

３  本要綱による融資で、他の融資の借換を行うことはできないものとする。 

 

（融資の条件）  

第７条  四日市市中小企業振興資金（一般融資）の条件は、次の各号により

行うものとする。  

(１ )融資限度額  １企業につき、３，０００万円  

     (２ )貸付利率  年率１．５％（固定）  

(３ )貸付期間及び返済方法  

   月賦返済とする。  

   運転資金  ７年以内（据置期間１年含む。）  

   設備資金  １０年以内（据置期間２年含む。）  

 (４ )保証料率  保証協会所定料率－０．８％  

(５ )保証割合  ８０％  

(６ )担保     原則無担保。ただし保証協会又は指定金融機関の定め

るところによる。  

(７ )連帯保証人  原則として借受者が法人の場合は代表者が連帯保証人

となり、個人の場合は不要とする。ただし、他に実質的

経営者がいる場合等は連帯保証人に加える場合がある。  

 

２  四日市市中小企業振興資金（新型コロナウイルス対応融資）の条件は、

次の各号により行うものとする。  

(１ )融資限度額  １企業につき、３，０００万円  

     (２ )貸付利率  年率１．５％（固定）  



(３ )貸付期間及び返済方法  

   月賦返済とする。  

   運転資金  ７年以内（据置期間１年含む。）  

   設備資金  １０年以内（据置期間２年含む。）  

 (４ )保証料率  保証協会所定料率－１．０％  

(５ )保証割合  ８０％  

(６ )担保     原則無担保。ただし保証協会又は指定金融機関の定め

るところによる。  

(７ )連帯保証人  原則として借受者が法人の場合は代表者が連帯保証人

となり、個人の場合は不要とする。ただし、他に実質的

経営者がいる場合等は連帯保証人に加える場合がある。  

 

（融資手続）  

第８条  四日市市中小企業振興資金の融資を受けようとする者は、所定の申

込書に必要書類を添付して指定金融機関に申込むものとする。  

２  第１項の申込書を受理した指定金融機関は、速やかに実態調査を行い、

融資が適当と認められるものについては、協会に保証依頼の手続きを行うも

のとする。  

４  協会は前項の依頼があったときは、内容審査のうえ諾否を決定し、指定

金融機関に通知するとともに、その旨を市長に報告するものとする。  

５  指定金融機関は、協会から保証決定の通知を受けたときは、所定の手続

を経た後速やかに貸付を実行するものとする。ただし、特別の事由のある

ものについては協会と協議のうえ融資の拒否又は融資条件を変更すること

ができるものとする。  

 

（報告書の提出）  

第９条  指定金融機関は、前条の貸付けを行ったときは「四日市市中小企業

振興資金貸付報告書」を、また償還のあったときは、「四日市市中小企業振

興資金償還報告書」を直ちに市長に送付するものとする。  

２  この要綱に関し、市長が報告又は調査が必要であると認めたときは、借

受者はこれに応じなければならない。  

（融資決定の取消等）  

第１０条  市長は、本要綱による融資の決定を受けたもの又はすでに貸付け

を行ったものが貸付条件に違反したときは、その全部又は一部の返還を命

ずることができる。  

 



（補則）  

第１１条  この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項

は、市長が別に定める。  

 

 

   附  則  

１  この要綱は、公布の日から施行し、昭和５０年１月１日から適用する。  

２  平成１４年３月１日以後に市長が申請書を受理し、平成１９年３月３１

日までに三重県信用保証協会が受理した資金については、第７条第１項第２

号の規定を「貸付利率  年率とし、１．４パーセントとする。」と読み替える

ものとする。  

３（令和４年度における保証料率の特例）  

令和４年７月１日から令和５年３月３１日までの間に実行される融資にお

ける第７条第１項第４号及び第２項第４号に規定する保証料率については、

同条第１項第４号中「－０．６％」とあるのは「－０．８％」と、同条第２

項第４号中「－０．８％」とあるのは「－１．０％」とする。  

 

   附  則（昭和５０年１２月１日告示第９１号）  

 この要綱は、昭和５０年１２月１日から適用する。  

   附  則（昭和５１年３月２６日告示第２０号）  

 この要綱は、昭和５１年４月１日から施行する。  

   附  則（昭和５２年３月７日告示第１８号）  

 この要綱は、告示の日から施行する。  

   附  則（昭和５２年３月１７日告示第２１号）  

 この要綱は、昭和５２年４月１日から施行する。  

   附  則（昭和５２年５月１９日告示第４７号）  

 この要綱は、告示の日から施行し、昭和５２年５月２０日から適用する。  

   附  則（昭和５２年１０月２２日告示第８９号）  

 この要綱は、告示の日から施行し、昭和５２年１０月２５日から適用する。  

   附  則（昭和５３年３月３０日告示第２９号）  

 この要綱は、昭和５３年４月１日から施行する。  

   附  則（昭和５３年４月２８日告示第６５号）  

１  この要綱は、昭和５３年５月１日から施行する。  

２  この要綱施行の際、現に貸し付けられている資金については、なお従前

の例による。  

   附  則（昭和５４年３月２９日告示第３７号）  



 この要綱は、昭和５４年４月１日から施行する。  

   附  則（昭和５４年１０月２４日告示第１４８号）  

 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の規定は昭和５４年１０月２５

日以後に貸し付けられる資金について適用し、同日前に貸し付けられている

資金についてはなお従前の例による。  

   附  則（昭和５５年３月３１日告示第２７号）  

１  この要綱は、昭和５５年４月１日から施行する。  

２  この要綱施行日前に貸し付けられている資金については、なお従前の例

による。  

   附  則（昭和５５年５月２９日告示第６２号）  

１  この要綱は、昭和５５年６月２日から施行する。  

２  この要綱施行日前に貸し付けられている資金については、なお従前の例

による。  

   附  則（昭和５５年１２月４日告示第１４４号）  

１  この要綱は、昭和５５年１２月５日から施行する。  

２  この要綱施行日前に貸し付けられている資金については、なお従前の例

に  よる。  

   附  則（昭和５６年３月３１日告示第４３号）  

１  この要綱は、昭和５６年４月１日から施行する。  

２  この要綱施行日前に貸し付けられている資金については、なお従前の例

による。  

   附  則（昭和５６年５月６日告示第７９号）  

１  この要綱は、公示の日から施行する。  

２  この要綱施行日前に貸し付けられている資金については、なお従前の例

による。  

   附  則（昭和５６年８月２４日告示第１１８号）  

１  この要綱は、昭和５６年９月１日から施行し、改正後の第７条第２項の

規定はの同日以後新たに貸し付けられる資金について適用する。  

２  この要綱施行日前に貸し付けられている資金については、なお従前の例

による。  

   附  則（昭和５７年３月２９日告示第３３号）  

１  この要綱は、昭和５７年４月１日から施行する。  

２  この要綱施行日前に貸し付けられている資金については、なお従前の例

による。  

   附  則（昭和５８年３月２９日告示第５２号）  

１  この要綱は、昭和５８年４月１日から施行する。  



２  この要綱施行日前に貸し付けられている資金については、なお従前の例

による。  

   附  則（昭和５８年１１月１４日告示第１７１号）  

１  この要綱は、昭和５８年１１月１５日から施行する。  

２  この要綱施行日前に貸し付けられている資金については、なお従前の例

による。  

   附  則（昭和５９年３月２９日告示第３３号）  

１  この要綱は、昭和５９年４月１日から施行する。  

２  この要綱施行日前に貸し付けられている資金については、なお従前の例

による。  

  附  則（昭和５９年５月２２日告示第８４号）  

１  この要綱は、告示の日から施行する。  

２  改正後の四日市市中小企業振興資金融資制度要綱第７条の規定は、昭和

５  ９年５月１５日以後に貸し付けられる資金について適用し、同日前に

貸し付けられている資金については、なお従前の例による。  

   附  則（昭和５９年１１月１５日告示第１５０号）  

１  この要綱は、告示の日から施行する。  

２  改正後の四日市市中小企業振興資金融資制度要綱第７条の規定は、昭和

５９年１１月１５日以後に貸し付けられる資金について適用し、同日前に

貸し付けられている資金については、なお従前の例による。  

   附  則（昭和６０年３月３０日告示第６１号）  

１  この要綱は、昭和６０年４月１日から施行する。  

２  改正後の四日市市中小企業振興資金融資制度要綱（以下「新要綱」とい

う。）第３条及び第４条の規定は、昭和５９年１１月１５日以降に貸し付け

られる資金について適用し、同日前に貸し付けられている資金については、

なお従前の例による。  

３  新要綱第７条の規定は、この要綱の施行の日以後に貸し付けられる資金

について適用し、同日前に貸し付けられている資金については、なお従前

の例による。  

   附  則（昭和６０年８月３１日告示第１４８号）  

１  この要綱は、告示の日から施行する。  

２  改正後の四日市市中小企業振興資金融資制度要綱第３条、第４条及び第

７  条の規定は、昭和６０年８月１５日以後に貸し付けられる資金につい

て適用し、同日前に貸し付けられている資金については、なお従前の例に

よる。  

   附  則（昭和６１年４月１８日告示第５４号）  



 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の四日市市中小企業振興資金融

資制度要綱の規定は、昭和６１年４月１日から適用する。  

   附  則（昭和６１年５月１６日告示第６４号）  

１  この要綱は、告示の日から施行する。  

２  改正後の四日市市中小企業振興資金融資制度要綱の規定は、昭和６１年

４月１８日以後に貸し付けられる資金について適用し、同日前に貸し付け

られている資金については、なお従前の例による。  

   附  則（昭和６２年５月１４日告示第７８号）  

 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の四日市市中小企業振興資金融

資制度要綱の規定は、昭和６２年４月１日から適用する。  

   附  則（昭和６２年６月２２日告示第１００号）  

１  この要綱は、告示の日から施行する。  

２  改正後の四日市市中小企業振興資金融資制度要綱の規定は、昭和６２年

６月１５日以後に貸し付けられる資金について適用し、同日前に貸し付け

られている資金については、なお従前の例による。  

   附  則（昭和６３年５月１２日告示第８７号）  

１  この要綱は、告示の日から施行する。  

２  改正後の四日市市中小企業振興資金融資制度要綱の規定は、昭和６３年

４月１日以後に貸し付けられる資金について適用し、同日前に貸し付けら

れている資金については、なお従前の例による。  

   附  則（平成元年３月３１日告示第４７号）  

１  この要綱は、告示の日から施行する。  

２  改正後の四日市市中小企業振興資金融資制度要綱の規定は、平成元年４

月１日以後に貸し付けられる資金について適用し、同日前に貸し付けられ

ている資金については、なお従前の例による。  

   附  則（平成２年３月３１日告示第５４号）  

１  この要綱は、告示の日から施行する。  

２  改正後の四日市市中小企業振興資金融資制度要綱の規定は、平成２年４

月１日以後に三重県信用保証協会へ斡旋する資金について適用し、同日前

に斡旋した資金については、なお従前の例による。  

   附  則（平成２年９月２５日告示第１４２号）  

１  この要綱は、告示の日から施行する。  

２  改正後の四日市市中小企業振興資金融資制度要綱の規定は、平成２年１

０月１日以後に三重県信用保証協会へ斡旋する資金について適用し、同日

前に斡旋した資金については、なお従前の例による。  

   附  則（平成２年１１月１３日告示第１７４号）  



１  この要綱は、告示の日から施行する。  

２  改正後の四日市市中小企業振興資金融資制度要綱の規定は、平成２年１

１月１日以後に三重県信用保証協会へ斡旋する資金について適用し、同日

前に斡旋した資金については、なお従前の例による。  

   附  則（平成２年１２月１５日告示第１９２号）  

１  この要綱は、告示の日から施行する。  

２  改正後の四日市市中小企業振興資金融資制度要綱の規定は、平成２年１

２月１日以後に三重県信用保証協会へ斡旋する資金について適用し、同日

前に斡旋した資金については、なお従前の例による。  

   附  則（平成３年１月１４日告示第４号）  

１  この要綱は、告示の日から施行する。  

２  改正後の四日市市中小企業振興資金融資制度要綱の規定は、平成３年１

月４日以後に三重県信用保証協会へ斡旋する資金について適用し、同日前

に斡旋した資金については、なお従前の例による。  

   附  則（平成３年３月２６日告示第４３号）  

１  この要綱は、告示の日から施行する。  

２  改正後の四日市市中小企業振興資金融資制度要綱の規定は、平成３年３

月１日以後に三重県信用保証協会へ斡旋する資金について適用し、同日前

に斡旋した資金については、なお従前の例による。  

   附  則（平成３年４月１０日告示第６３号）  

１  この要綱は、告示の日から施行する。  

２  改正後の四日市市中小企業振興資金融資制度要綱の規定は、平成３年４

月１日以後に三重県信用保証協会へ斡旋する資金について適用し、同日前

に斡旋した資金については、なお従前の例による。  

   附  則（平成４年６月１８日告示第１５３号）  

１  この要綱は、告示の日から施行する。  

２  改正後の四日市市中小企業振興資金融資制度要綱の規定は、平成４年４

月１日以後に三重県信用保証協会へ斡旋する資金について適用し、同日前

に斡旋した資金については、なお従前の例による。  

   附  則（平成５年３月２４日告示第９０号）  

１  この要綱は、告示の日から施行する。  

２  改正後の四日市市中小企業振興資金融資制度要綱の規定は、平成５年４

月１日以後に三重県信用保証協会へ斡旋する資金について適用し、同日前

に斡旋した資金については、なお従前の例による。  

３  第７条第３号の規定の適用については、平成５年４月１日から平成６年

３月３１日までの間においては「３箇月」とあるのを「１年」とする。  



   附  則（平成５年５月１０日告示第１７０号）  

１  この要綱は、告示の日から施行する。  

２  改正後の四日市市中小企業振興資金融資制度要綱の規定は、平成５年５

月６日以後に三重県信用保証協会へ斡旋する資金について適用し、同日前

に斡旋した資金については、なお従前の例による。  

   附  則（平成５年６月２９日告示第２１４号）  

１  この要綱は、告示の日から施行する。  

２  改正後の四日市市中小企業振興資金融資制度要綱の規定は、平成５年７

月１日以後に三重県信用保証協会へ斡旋する資金について適用し、同日前

に斡旋した資金については、なお従前の例による。  

   附  則（平成６年３月２５日告示第５７号）  

１  この要綱は、告示の日から施行する。  

２  第７条第３号の規定の適用については、平成６年４月１日から平成６年

９月３０日までの間においては「３箇月」とあるのを「１年」とする。  

   附  則（平成７年１月２３日告示第１９号）  

 この要綱は、告示の日から施行する。  

   附  則（平成７年３月３１日告示第９４号）  

 この要綱は、告示の日から施行し、平成７年４月１日から適用する。  

   附  則（平成７年８月９日告示第２０７号）  

 この要綱は、告示の日から施行し、平成７年８月１日から適用する。  

   附  則（平成７年１２月１４日告示第３１８号）  

１  この要綱は、告示の日から施行する。  

２  改正後の四日市市中小企業振興資金融資制度要綱第７条の規定は、平成

７年１１月１日以降に三重県信用保証協会に斡旋する資金について適用し、

同日前に斡旋した資金については、なお従前の例による。  

３  第７条第１項第３号の規定の適用については、平成７年１０月１日から

平成１４年３月３１日までの間においては「３箇月」とあるのを「１年」

とする。  

   附  則（平成８年３月２９日告示第９７号）  

１  この要綱は、平成８年４月１日から施行する。  

   附  則（平成９年３月２７日告示第６１号）  

１  この要綱は、平成９年４月１日から施行する。  

   附  則（平成１０年３月３０日告示第９５号）  

１  この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。  

   附  則（平成１０年８月１２日告示第２８１号）  

１  この要綱は、告示の日から施行し、平成１０年８月６日から適用する。  



２  平成１０年８月６日から平成１２年３月３１日までに三重県信用保証協

会へ斡旋する資金については、第７条第１項第２号の規定を「貸付利率  年

率とし、１．３７パ－セントとする。」と読み替えるものとする。  

   附  則（平成１１年３月３０日告示第８２号）  

 この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。  

   附  則（平成１１年９月２７日告示第３７７号）  

 この要綱は、平成１１年１０月１日から施行する。  

   附  則（平成１２年３月２４日告示第８２号）  

 この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。  

   附  則（平成１３年３月２１日告示第７２号）  

 この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。  

   附  則（平成１４年３月１５日告示第８３号）  

 この要綱は、告示の日から施行し、３月１日から適用する。  

   附  則（平成１４年３月２９日告示第１２１号）  

 この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。  

   附  則（平成１５年３月２８日告示第１１２号）  

 この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。  

   附  則（平成１５年４月１日告示第１５０号）  

 この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。  

   附  則（平成１６年３月２９日告示第１０５号）  

 この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。  

   附  則（平成１７年３月３１日告示第２２９号）  

 この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。  

   附  則（平成１８年３月３１日告示第１２３号）  

 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。  

   附  則（平成１９年３月３０日告示第１２５号）  

 この要綱は、平成１９年４月 1 日から施行する。  

   附  則（平成２１年３月１３日告示第９０号）  

 （施行期日）  

１  この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  改正後の四日市市中小企業振興資金融資制度要綱第７条第４号の規定は、

この要綱の施行の日以後に第８条第１項の規定により指定金融機関に申込

みのあった資金から適用し、同日前に申込みのあった資金については、な

お従前の例による。  

   附  則（平成２１年７月１４日告示第４０９号）  



 この要綱は、平成２１年８月１日から施行する。  

   附  則（平成２２年４月１日告示第１７３号）  

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。  

   附  則（平成２３年６月２８日告示第２７０号）  

１  この要綱は、平成２３年７月１日から施行する。  

２  改正後の四日市市中小企業振興資金融資制度要綱の東日本大震災対応融

資に関する規定は、平成２３年７月１日から平成２４年３月３１日まで

に融資が実行された資金について適用する。  

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。  

   附  則（平成２８年３月３１日告示第１６６号）  

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。  

   附  則（令和２年３月２５日告示第１０９号）  

１  この要綱は、令和２年４月１日から施行する。  

２  改正後の四日市市中小企業振興資金融資制度要綱の新型コロナウイルス

対応融資に関する規定は、令和２年４月１日から令和８年３月３１日ま

でに融資が実行された資金について適用する。  

附  則（令和３年３月１０日告示第９２号）  

 この要綱は、令和３年３月３１日から施行する。  

附  則（令和４年３月３１日告示第１８７号）  

 この要綱は、令和４年３月３１日から施行する。  

附  則（令和５年３月２７日告示第１３６号）  

 こ の 要 綱 中 、第 １ 条 の 規 定 は 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 、第 ２ 条 の 規 定

は 令 和 ５ 年 ３ 月 ３ １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則（令和５年１２月２５日告示第５９７号）  

 この要綱は、令和６年１月４日から施行する。  

 


